
「飛び火」の関連法規抜粋集 

【飛び火に関わる法体系のピラミッド】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連法規とは？ ： 法律、政令、省令、告示などの関連するルール等全般。 

→「法規」には様々な意味がありますが、建築用語としては上記の通り。 

 

①建築基準法第 2条（用語の定義）                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【七 耐火構造】 

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を

防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、

れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

【七の二 準耐火構造】 

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とさ

れる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

【八 防火構造】 

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能（建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又

は軒裏に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国

土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

【九 不燃材料】 

建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。）に関して政令で

定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

【五 主要構造部】 

壁・柱・床・はり・屋根又は階段 

法律 
（国会の議決を受け制定） 

憲法 

建築基準法 

建築基準法施行令 

建築基準法施行規則 

政令 
（内閣が定める具体的規定） 

省令 
（各省大臣が発する命令） 

告示 
（技術的基準を示したもの） 

国土交通省告示 

告示：各省大臣や委員会と庁の長官が、指定・決定などの処分などの事項について、一般に公に知らせること。（法令に含まれない） 



②平成 12 年建設省告示第 1365 号                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【告示第 1365 号 法体系の流れ】 

 

 

 

 

③建築基準法第 62 条（旧第 63 条）                                        

 

 

 

 

 

④施行令第 136 条の 2の 2                                            

 

 

 

 

 

 

⑤建築基準法第 22 条                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第六十三条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。 

第一 令第百三十六条の二の二各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 

一 不燃材料で造るか、又はふくこと。 

二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。 

三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から三十度以内のものに限る。)の屋

外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもの

で、その厚さの合計が五十ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工

法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。 

第二 令第百三十六条の二の二第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第一に定めるもののほか、難燃材料で造る

か、又はふくこととする。 

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するた

めに屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大

臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 

法第六十二条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの（不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通

大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火

災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあっては、第一号に掲げるもの）とす

る。  

一 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。  

二 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないもので

あること。 

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火

の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定め

る技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければな

らない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類す

る建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。 

２ 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市

計画審議会（市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。

第五十一条を除き、以下同じ。）の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。一 屋根が、市

街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。  

二 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないもので

あること。 

防火・準防火地域 

22 条地域 

告示 

第 1365 号 

建築基準法第 63 条 

 
施行令第 136 条 2 の 2 

建築基準法第 22 条 施行令第 109 条 8 告示第 1361 号 



⑥都市計画法第 9条 21 項                                              

 

 

 

⑦建築基準法施行令第 1条の 3号、第 107 条・建設省告示第 1399 号                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。 

【建築基準法施行令第 1 条の 3 号】 

構造耐力上主要な部分：基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをい

う。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、

風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 

【建築基準法施行令第 107 条】 

法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 

一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、

構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 

建築物の階 

建築物の部分 

最上階及び最上階から階数が 

2 以上で 4 以内の階 

最上階及び最上階から階数が

5 以上で 14 以内の階 

最上階及び最上階から階数が

15 以上の階 

壁 
間仕切壁（耐力壁に限る） １時間 ２時間 ２時間 

外壁（耐力壁に限る） １時間 ２時間 ２時間 

柱 １時間 ２時間 ３時間 

床 １時間 ２時間 ２時間 

はり １時間 ２時間 ３時間 

屋根 ３０分 

階段 ３０分 

１．この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部

分の直下階とする。 

２．前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。 

３．この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するもの

とする。 

二 壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあ

つては、三十分間）加えられた場合に、当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が当該面に接する可燃物が燃焼す

るおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度（以下「可燃物燃焼温度」という。）以上に上昇しないものであること。 

三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれ

のある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間）加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じな

いものであること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧建築基準法施行令第 1条の 3号、第 107 条の 2・建設省告示第 1358 号                        

建築基準法施行令第 1 条の 3 号は前頁参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設省告示第 1399 号－改正国土交通省告示第 472 号（平成 30 年 3 月 22 日）】 

第５ 令第１０７条第１号及び第３号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とする

こととする。 

一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

二 鉄材によっては補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造 

三 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック

若しくは網入ガラスで造られたもの 

四 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ４ｃｍ以上のもの 

五 軽量気泡コンクリート製パネル 

六 下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その屋内側の部分又は直下の天井に防火被覆（強化せっこうボードを 2 枚以上張ったもの

で、その厚さの合計が 27 ㎜以上のものに限る。） が設けられたもの 

【建築基準法施行令第 107 条の 2】 

法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。  

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲

げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 

壁 
間仕切壁（耐力壁に限る） 45 分間 

外壁（耐力壁に限る） 45 分間 

柱、床、はり 45 分間 

屋根（軒裏を除く）、階段 30 分間 

二 壁、床及び軒裏（外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号においては同じ。）にあ

っては、～詳細、略～ 

三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間

（非耐力壁である外壁（延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。）及び屋根にあっては、三十分間）屋外に火炎を出す原因とな

る亀裂その他の損傷を生じないものであること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設省告示第 1358 号－改正国土交通省告示第 473 号（平成 30 年 3 月 22 日）】 

第５ 屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 

一 令第１０７条の２第１号及び第３号に掲げる技術的基準に適合する屋根（軒裏を除く）の構造方法にあっては、次に定めるもの

とする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 次に定める構造とすること。 

(1) 不燃材料で造るか、又はふいたもの 

(2) 屋内側の部分又は直下の天井に次の(ⅰ)から(ⅶ)までのいずれかに該当する 

防火被覆が設けられたもの 

(ⅰ) 厚さが１２ミリメートル以上の強化せっこうボード 

(ⅱ) 厚さが９ミリメートル以上のせっこうボードを二枚以上張ったもの 

(ⅲ) 厚さが１２ミリメートル以上のせっこうボード（その裏側に厚さが５０ミリメートル 

以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。） 

(ⅳ) 厚さが１２ミリメートル以上の硬質木片セメント板 

(ⅴ) 第１第３号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの 

(ⅵ) 塗厚さが 20 ミリメートル以上の鉄網モルタル 

(ⅶ) 繊維強化セメント板（ケイ酸カルシウム板に限る。）を 2 枚以上張ったもので、 

その厚さの合計が 16 ミリメートル以上のもの 

          ニ・ホ・ヘ 略 


